
市では、次の各案について、皆さんにご意見を伺います。
ご意見をお寄せください

世界一世界一ののブレイキンブレイキンをを浦安浦安で見よう！で見よう！
アーバンスポーツアーバンスポーツ、、総合体育館開館

30周年
記念イベント

　トップブレイカーによるトークショーやブレイキン
バトルの実演などを間近で見ることができます。2024
年パリ五輪に出場し、ＷＤＳＦ世界ブレイキン選手権
2025で優勝したBboy Shigekixほか、世界で活躍する
トップブレイカーや、浦安・市川で活動しているキッズ
ブレイカーも出演します。ぜひおいでください。 Shigekix ゴリ

バルドラール浦安アリーナ所
ブレイキンの魅力解説・実演《Bboy 
Shigekix、ゴリ（ガレッジセール）ほか》内 容

バルドラール浦安アリーナ ☎355・1110問

時 ２月14日㈯ 午後２時45分～３時45分

母子保健課 ☎381・9034問

　令和７年３月31日までに生まれた子
どもの保護者で、子育て応援給付金の手
続きがお済みでない方は、令和８年３月
30日㈪までに申請してください。

母子健康手帳、保護者名義の口座情
報がわかるもの（キャッシュカー
ド・通帳など）、申請者（口座名義
人）の身分証明書を、直接、母子保
健課（健康センター１階）へ

申請方法

ご
意
見
箱

　ご意見には必ず、氏名と住所（団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者の氏名）を記入してくだ
さい。各案の全文は、市ホームページ、情報公開室（市役所10階）、各駅前行政サービスセンター、中
央図書館・各分館、各担当課でご覧になれるほか、市公式YouTubeチャンネルで説明の動画を配信し
ています。いただいたご意見は、市の考えなどと一緒に、市ホームページなどでお知らせします。

直接提出 書面でまとめたものを、各担当課へ

郵 便 ハガキまたは封書で、〒279-8501浦
安市役所各担当課へ

ファクス・Ｅメール 件名を各案とし、各担当課へ

※いずれも消印有効意 見 提 出 方 法
①②２月25日㈬・③２月26日㈭・④３月２日㈪
までに、次のいずれかの方法でお寄せください。

官民連携推進課 ☎712・6064問 市役所５階  353・4075  kanminrenkei@city.urayasu.lg.jp
④（仮称）日の出地区防災スポーツ施設等整備基本計画（素案） ID 1047533

市民安全課 ☎712・6590問 市役所３階  351・8600  shiminanzen@city.urayasu.lg.jp
③浦安市犯罪被害者等支援推進計画（素案） ID 1047374

住宅課 ☎712・6284問 市役所６階  353・4378  jyutaku@city.urayasu.lg.jp

①浦安市空家等対策計画【改定版】（素案） ID 1047534

②第２次浦安市住生活基本計画【改定版】（素案） ID 1047537

子育て応援
給付金の
申請期限

※申込不要、直接会場へ

https://www.city.urayasu.lg.jp 3No.1283  2026年（令和８年）２月１日号

令和７年度 物物価価高高対対応応子子育育てて応応援援手手当当 こども課 ☎712・6424問

　物価高騰の影響を受ける子育て世帯へ、対象児童１人当たり
２万円を支給します。

❶ 令和７年９月分（９月に生まれた児童は10月分）の児
童手当を浦安市から受給した方

❷令和７年９月分の児童手当を所属庁から受給した公務員
❸ 令和７年10月１日～８年４月１日生まれの児童を養育
している方

❹ 離婚などにより新たに児童手当の受給者となった方（令
和７年10月分以降）

支 給
対象者

申 請

▶❶に該当する方
　申請の必要はありません。原則、児童手当と同じ口座に振り込みます

▶❷～❹に該当する方
　 ３月31日㈫（❸のうち、令和８年１月１日～４月１日生まれの児童を養
育している方は４月30日㈭）（必着）までに、申請書《こども課（市役所
２階）で配付、または市ホームページからダウンロード》を、直接または
郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課へ、またはマイナポータルサイ
トhttps://myna.go.jpから申し込み

※口座の変更を希望する方は、市ホームページをご覧ください

※ 申請者の振込先がわかるもの（通帳・キャッシュカード）をお持ちください（マイナ
ポータルに登録された公金受取口座への振込を希望される方は不要）

ID 1047510

（市民スポーツ課） ID 1047578

ID 1039002

お役立ち掲示板お役立ち掲示板
消 費 生 活

No.11

消費生活センター （市役所10階） 毎週月～金曜日
午前10時～午後４時　相談専用電話 ☎390・0030
電話または来所で相談できます

問

　良い品物が安く手に入れば嬉しいですよね。インターネットやＳＮＳ
を見ていて、「欲しかったブランド品が半額以下になっている！」「ずっ
と探していた限定品が格安で売っている！」といった経験はありません
か？それは偽のショッピングサイトかもしれません。偽のショッピング
サイトで商品を購入してしまった場合、お金を振り込んでも商品が届か
ないことが多く、届いたとしても粗悪品だったり、連絡を取ろうとして
もサイトが消えていたりすることがあります。
　偽のショッピングサイトを見分けるポイントとしては、
　● よく見ると本物のサイトとはＵＲＬが少し違う。ＵＲＬ末尾が

「.xyg」「.org」「.top」など見慣れないドメインになっている
　● 支払い用の振込口座名が個人名義になっている
　● 大幅に価格が値引きされている
　● 事業者の電話番号や所在地が書いていない。書いてあったとして

も、全く関係のない会社や、架空のビルになっている
　● ショッピングサイトの信ぴょう性を「SAGICHECK」で確認してみる
　　（参考：https://www.jc3.or.jp/news/2023/20230301-488.html)
　　※確認結果は判断の参考としてご利用ください
　などが挙げられます。また、商品を購入する前に、必ず公式サイトを
確認するようにしましょう。偽のショッピングサイトに関する注意喚起
がされている場合もあります。
　契約トラブルに遭ってしまったら、早めに消費生活センターへご相談
ください。

安すぎるのも考えもの

ID 1047691


